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１．研究の背景と目的

§１．「オールド・カマー」と「ニュー・カマー」では分類不可能な時代
　現代の日本社会における外国人住民は、リーマンショック直後には減少傾向にあったが、200万人台

を維持している。日本政府は現在のところ移民政策はとっていないものの、国民の日常生活で外国人住

民と接する機会が増えている。そもそも、外国人住民との多文化共生社会構築をめざす先行研究におい

ては、中国や韓国・朝鮮系住民を「オールド・カマー」として位置づけ、一方、1990年の改正入管法

の施行に伴い、製造業を中心とした地域に家族とともに移住している南米系日系外国人を「ニュー・カ

マー」と分類し、その教育環境や国際交流の実態、公立学校や外国人学校の実態を中心に調査研究する

ものが増えている。しかし、昨今の国内の状況から必ずしも在留外国人を二分して説明できるほど単純

ではなく、あらゆる国や地域の人々が日本国内に移り住んでいる。それに加え、家族関係においても両

親または一方の親は外国で出生し、外国で生活を営んできたものの、その子どもは日本で出生し、日本
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要　約
　日本国内には約238万人の外国人住民がおり、中国・朝鮮系や南米系日系人と単純に二分

できないほど、あらゆる国や地域から人々が移り住んでいる。家族関係も両親が日本人、外

国人とさまざまで、その子どもも日本で出生し、そのまま進学や就職を希望するなど、これ

までのデカセギ労働者とは違う状況となっている。必然的にこれまでのような外国人学校に

加えて公立校が在留外国人への日本語の補習及び教科学習をすることが迫られており、その

役割を担うのが、公立の夜間中学（実際は「夜間学級」）である。実際、文部科学省の調査で

も年々、日本語指導が必要な外国籍の子どもが増えている現状がある。単なる多文化共生施

策に加え、国家の成員としての外国人住民に対し、公教育の役割が重視されている。2017年

に教育機会確保法が成立後、さらに夜間中学の重要性が増している。多文化社会構築のため

に外国人の子どもたちを日本で支障なく生活させるため、公教育と教育行政の役割を論じる。
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国内で義務教育を受けているため、家庭内における使用言語が親子で違う実態がある。また、日本に定

住または帰化しているために、両親の母語は日本語ではないにもかかわらず、苗字は日本名で、子ども

も地元の子どもたちとともに公立校に通学している実態が浮き彫りになっている。
　これらの実態からはすでに「日本人」とか「外国人」といった枠組みそのものの定義があいまいにな

っている現状がある。前述したように日本国籍をもっていても両親のもともとの「ルーツ」は日本以外

であり、日本のパスポートを所持すれば「日本人」と言えるのかという疑問が生じる。逆に「外国人」
といっても日本で出生していないだけで、現在は日本の国や地方に対して住民として税金を納め、福祉

の恩恵を受けている人もいる。筆者はこの時点で「外国人」と呼ぶのはもはや現代日本では現実的では

なく、「外国にルーツをもつ人々」と呼びたいのであるが、彼等にもそれぞれの生まれ育ってきた歴史

や文化的な背景があり、その集合体としての日本社会はまさに多文化社会となっている。
　その「外国にルーツをもつ人々」について、政府は「生活者」としての視点から多文化社会構築につ

いて、共生施策を打ち出している。定住外国人を日系ブラジル人など日系２世や３世に限定しながらも、
日系定住外国人施策推進会議を発足させ、①日本語教育、②子どもの教育、③雇用、④安心・安全、
⑤地域の一員になるために、⑥文化の尊重の６分野を重点項目としている（1）。
　そうした動きと並行する形で、政府・与党の中には、今後の国内人口が減少することを受けて、「移民」
という言葉は用いないものの、外国人労働者の労働力なくしては日本の雇用が維持できないという前提

から、外国人労働者を積極的に受け入れる議論が進んでいるのが明らかである。それに加えて、「外国

人労働者やそのコミュニティが地域に受け入れられ、自治体としてもスムーズな関係を持つために必要

な計画や施策（教育や社会保障など）についても検討を進める」としている（2）。

§２．学校教育現場にみる多文化共生の先行事例
　静岡県浜松市は2005年に周辺11市町村との合併をして、2007年に人口約82万人の政令指定都市

となった。軽自動車やオートバイ、楽器など製造業が盛んな地域で、1990年の入管法改定以後、ブラ

ジルやペルーなど南米系日系外国人が多く移り住むようになった。同市に暮らす外国人の数は2017年

８月１日現在で、２万2260人で、総人口（80万6767人）の2.75％を占めている。国籍別ではブラジ

ルが8769人と最多で、次いでフィリピン（3535人）、中国（2479人）、ペルー（1707人）の順とな

っている（3）。市内の公立小中学校には、2016年５月現在で1493人の外国人児童生徒が在籍している（4）。
　市では母国語や母国の文化に触れる教室や市民ボランティアによる日本語教室を実施している。実際

には「就学支援員」の配置や「就学サポーター」の派遣を実施し、支援員は、学習や毎日の生活支援に

あたっている。2016年度は小中14校にポルトガル語、１校にタガログ語の支援にあたった。また、就

学サポーターは週に数回、学校を訪問するもので、2016年５月現在では35人が66校において、ポル

トガル語、スペイン語、タガログ語、中国語、ベトナム語、インドネシア語の支援を行った（5）。
　一方、同市で注目すべき点は、公立学校とは別に設置されている外国人学校である。南米系外国人を

対象とした外国人学校は、母国のカリキュラムで授業が行われているものの、私塾扱いであることが多

いが、同市にあるＭ校は2004年に各種学校として認可され、翌年には準学校法人として認可され現在

に至っている。同校が準学校法人に認可されたことは、公的支援のほか、地元の民間企業などからの用

具を購入するなど学校運営費の支援を受けられる立場に至っている。
　このような各種学校や準学校法人については、いずれも学校教育法第１条に定められた学校（１条校）
として認可されてはいないため、前者が学校教育法第134条、後者が私立学校法第64条に定められて

おり、都道府県により認可されている。

― 110 ―



研 究 論 集 第 3 号（2018. 3）

３

　外国人が多く住む自治体や企業などにより、日本語を主たる母語としない家族に対しても日本語や日

本文化習得について学習の機会を設けることを2000年代から実施するなど、浜松市全体を見る限り

は、多文化共生に取り組む地方自治体の先行事例といえる。
　しかし、前述したような「オールド・カマー」と「ニュー・カマー」の２分類にはあてはまらない外

国人住民が、あらゆる国や地域から日本に訪れ、長期にわたり滞在している。また、これまでは、製造

業を中心とする外国人集住都市とされる22市を中心に外国人が住んでいたが（6）、そうした日本国内に

おける地域と職業・職種の「壁」が取り払われ、あらゆる地域に外国人が住んでいるのが現状である。
そうした現象に伴い、家族として日本に滞在する子どものルーツは母国で生まれたものや両親の両方、
または一方が外国籍だが、子どもは日本で育っている、あるいは、ある程度年齢が進んで学齢期を過ぎ

てから来日しているなど、子どもをめぐる学習環境もさまざまに変化している。前述した浜松市のよう

な先行事例の地域や外国人学校だけに、外国にルーツをもつ子どもたちの教育を任せているだけではカ

バーしきれない状況が国内各地で生じている。
　そうした中で、公立の小中学校が外国人への日本語や各教科の学習を補習する役割が必然的に生じて

いる。その役割を担っているのが、これまでは戦時中以前の時代に家庭の経済的な事情などから、義務

教育を受けることができずに社会に出た人々の「学び直し」の場とされてきた、公立の夜間中学である。
最近は、「不登校」だった子どもたちの「学び直し」の場となっている一方、外国にルーツをもつ子ど

もたちが利用している実態があり、夜間中学の社会的役割が変化している。そもそも「公教育」のあり

方とはどのようなものなのかを考察していきたい。

２．外国にルーツをもつ人々との共生社会の現状

§１．日本における「外国人」の分類
　法務省は「外国人」を在留外国人のいくつかに分類して滞在期間などの規定を設けている。以下、本

項では「外国人」を法務省の在留外国人の定義に沿って考察する。
　入管法（出入国管理及び難民認定法）が1989年に改正されて以来、経済社会の発展に資する高度な

能力をもった人材は受け入れるが、単純労働力としての外国人は受け入れないとしてきた。そもそも在

留資格とは、2016年６月時点で、入管法で定められており、外国人の在留資格は「活動に基づく在留

資格」が23種類、「身分に基づく在留資格」が４種類ある。このうち「活動に基づく」場合の「活動」
とは大使やその家族の「外交」、大使館職員などの「公用」、大学教授を指す「教授」、作曲家や画家な

どの「芸術」、宣教師などの「宗教」、外国報道機関の記者としての「報道」、一定以上のポイントを有

する「高度専門職」、経営者などの「経営・管理」が挙げられる。また、「身分に基づく」場合は、日本

に期間の際限なく滞在できる資格で、法務大臣の許可を得たものとしての「永住者」、および「日本人

の配偶者等」や「永住者の配偶者等」が挙げられる。一方、「定住者」は法務大臣が「特別な事情」か

ら一定期間、在留を認めるもので、最長５年で更新でき、日系３世や中国残留邦人が該当する。
「活動に基づく」場合は在留資格により「許可された場合のみ就労できる」身分と「就労できない」身

分に分類されるが、「身分に基づく」場合は、いずれも自由に就労できることになっている（7）。
　日本における在留外国人（観光などの短期滞在を除く）は、2016年12月現在で、238万2822人で

ある（8）。これはリーマンショックなどの世界同時不況や東日本大震災などで2009年から2012年にか

けて在留外国人は減少傾向にあったが、2013年ごろから再び増加に転じた結果である（9）。
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§２．政府の外国人施策の現状
　内閣府においては、定住外国人施策として、全国各地の「電話による相談窓口」や「日本語学習・日

本語教室関連情報一覧」をポータルサイトで情報提供している。しかし、中身については、各地の国際

交流協会の窓口を紹介する程度になっており、施策の概要としては、基本的には各自治体に任せること

が主流になっている（10）。
　ただし、例えば内閣官房においては、2012年に「外国人との共生社会実現検討会議」が５回にわた

り開催されている。しかし、最終的には「中間的整理」として現状の課題と展望をまとめることが中心

となっていた。その中で当面の「外国人との共生社会に関する政策」の推進について、第一に各省施策

の連携強化、第二に国と地方の連携強化、第三に課題の明確化と計画的な施策の推進が挙げられている

ことに加え、「誰もが社会的に排除されないという社会的包摂の視点からは、外国人であろうと日本人

であろうと、ともに失業等の社会的排除のリスクを抱えた者という点で共通点がある。外国人を中心に

した施策を充実するということだけでなく、一般施策の中で日本人と同様に外国人にも共通の配慮をす

るという視点も求められる」と日本人と外国人の両方の立場に配慮した記述をとっており、とくに積極

的な外国人施策といった側面はみられないのが特徴である（11）。
　一方で法務省は、2015年の「第５次出入国管理基本計画」において一歩踏み込んだ対策を立ててい

る。例えば計画の基本方針の中には、「我が国経済社会に活力をもたらす外国人を積極的に受け入れて

いく」とか「少子高齢化の進展を踏まえた外国人の受入れについて、幅広い視点から政府全体で検討し

ていく」、あるいは「受け入れた外国人との共生社会の実現に貢献していく」などの文言がみられる。
もちろん外国人の受け入れには、前述したような在留資格の点に触れており、「専門的、技術的分野と

評価できるものについて、在留資格や上陸許可基準の見直しを行い、受け入れを推進（現行方針どおり）」
としたほか、「専門的・技術的分野と評価されない外国人の受入れについては、経済的効果、社会的コ

スト、産業構造、適切な仕組み、環境整備、治安等幅広い視点から、国民的コンセンサスを踏まえつつ

政府全体で検討（結論は予断せず）」と表記され（12）、事実上の「移民」受け入れについて賛否両論が

存在する国民感情に配慮したものと受け取れる（13）（14）。

§３．文部科学省の調査から日本語指導を必要とする子どもの考察
　文部科学省は1991年度より２年おきに国内の公立小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等

教育学校及び特別支援学校における、日本語指導が必要な児童生徒の受入れ状況について調査を実施し

ており、本項では2016年５月１日現在で行った調査をもとに考察を進めたい（15）。
　まず、文科省においては「日本語指導が必要な児童生徒」について、「日本語で日常会話が十分にで

きない児童生徒」及び「日常会話ができても、学年相当の学習言語が不足し、学習活動への参加に支障

が生じており、日本語指導が必要な児童生徒」と定義づけ、統計においては「外国籍」と「日本国籍」
を分けて数値を打ち出している。
　調査結果によると、日本語指導が必要な外国籍の児童生徒数は３万4335人で前回調査よりも5137

人増加した。日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒数は9612人で前回調査より1715人増加した。
　さらに、日本語指導が必要な児童生徒のうち、日本語指導等特別な指導を受けている者の割合及び数

に関し、外国籍の者は76.9％（２万6410人）で、前回調査より6.0ポイント減少し、日本国籍の者は

74.3％（7137人）で前回より4.0ポイント減少した。これはある程度、政府や地方自治体において日

本語指導を実施した成果が少しずつではあるが出てきているものと考えられる。
　また、日本語指導が必要な外国籍の児童生徒を母国語別にみると、ポルトガル語を母語とする者の割
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合が全体の約４分の１（25.6％）を占め最も多い。次いで中国語が23.9％、フィリピノ語が18.3％、
スペイン語が10.5％で、これら４言語で全体の78.2％（前回調査は80.4％）を占めた。このように四

半世紀にわたり文科省は定期的に統計調査を行っていることがわかる。それでは実際の政策としてはど

の程度の範囲で行っているのか。日本語教育の関連施策の資料に基づき考察する（16）。
　政府は外国人の子どもたちへの日本語施策などを行う際、外国人を「生活者としての外国人」と定義

づけている。これは国籍や出身の国や地域が違っても、「よそ者」という扱いではなく、日本という国

の構成員であるという位置づけから定義づけているものと推察できる。文科省は「生活者としての外国

人」のための日本語教育事業に2011年度は日本語教室設置運営（114件）、退職した教員や日本語能

力を有する外国人等を対象とした日本語指導者養成（44件）、一定の経験を有するボランティアを対象

とした実践的研修（41件）を委託により実施するとともに、地域日本語教育コーディネーター研修を

実施した。これについて2011年政府予算額は、文化庁国語課扱いで、１億9500万円を充てている。
　また、「外国人学校に通う外国人の子どもに対する日本語教育関連施策」として、定住外国人の子ど

もの就学支援事業が挙げられる。2008年のリーマンショックによる世界同時不況の景気後退により、
不就学等になっているブラジル人等の子どもに対して、日本語等の指導や学習習慣の確保を図るための

場として「虹の架け橋教室」を外国人集住都市等に設置し、公立学校への円滑な転入等ができるように

した。また、ブラジル人等コミュニティと地域社会との交流を促進した。2009年度補正予算として大

臣官房国際課の管轄で37億2600万円が充てられ、「虹の架け橋教室」と名づけられた外国人の子ども

に対する学習支援教室は2009年から2014年度まで実施された。これらは概ね順調に実施されてきた

ことが見込まれるが、予算年度終了後においても外国人の子どもたちは日本国内に定住していることか

ら、一時的な事業としてではなく、継続的な事業実施が求められてきている。それが現在、後述するよ

うな公立学校の、例えば夜間中学において、外国人の子どもたちの日本語学習や教科学習の補習を行う

実態が明らかになっている。教育現場が一時的な「事業」から「学校」の役割になりつつある。

３．公教育のあり方と教育行政

§１．公教育のあり方
　前項で考察したように、地方自治体において、外国人の子どもたちについてそれぞれ工夫をして授業

内容を決めていることが判明した。これらは小中学校を中心とした義務教育機関においてであり、つま

りは公教育において正規の授業またはその枠を越えてでも、義務教育機関において実施されていること

になる。それでは公教育とはどのようなものなのだろうか。
　中世ヨーロッパにおいては寺院などでの読み書きを教える機会があり、市民革命期のヨーロッパでは

このような「私教育」に代わりすべての国民に対して必要な基礎教育（普通教育）を公的に保障する「公

教育」が成立した（17）。とくに公教育の確立はフランス革命の大きな目標の一つだった。立法議会議員

に選出され、1791年に公教育委員会委員に選ばれたコンドルセは、公教育委員会の公教育案をまとめ

た。コンドルセは、人間には無限の自己完成能力があること、自由で平等な社会の実現には、自分で考

え判断することのできる自律的市民を育てることが不可欠であること、科学研究の進歩が人類の解放を

もたらすこと、を確信していた。これらは革命期のすべての公教育論の基礎となったとされる（18）。
　そして、公教育のあり方は、国や時代により大きく異なるが、個人の教育を受ける権利を公的に保障

する公教育と、国家の構成員を教育することを目的とした国民教育という２つの考え方が存在し、実際

の公教育制度には、両方の意図が反映されている。
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　これらの考え方からすると、前項で考察した外国人集住都市における日本語授業や「特別の教育課程」
としての課外授業などは、外国人の子どもといえども日本に「生活者」として移り住む限りは、「教育

を受ける権利」を保障しており、また、現在は、かつていわれたように一時的に仕事をして賃金を稼い

だら短期間のうちに母国に帰国することを前提として来日していた「デカセギ労働者」ではなく、家族

ともども長期に滞在する外国人とその子どもたちが多数来日していることから、国全体として合意が得

られているわけではないが、事実上の国家の構成員として教育することも含まれているのではないかと

考えられる。
　具体的には、戦後の教育改革は、新たに制定された日本国憲法と教育基本法に基づいて進められた。
日本国憲法第26条では親が子どもを就学させる義務を規定すると同時に、教育がすべての国民に与え

られた権利として保障されたとされている（19）。
　こうした憲法の精神からしても、各自治体の取り組みは、子どもを就学させる義務と教育を受ける権

利に則ったものであるといえよう。
　確かに、日本の義務教育は日本の国家社会の形成者の育成という役割をもつことから、就学義務は日

本国籍を有する保護者に課されており、外国人の保護者には就学義務が課されていないとするのが国の

見解とされる。文科省は現状では「外国人の子供たちが公立学校に就学しやすい環境の整備のために」、
市町村教育委員会において「日本の学校制度や無償で就学できることの情報の提供など様々な支援を行

って」おり、今後もそれを支援していくとするにとどまっている（20）。
　しかし、1990年の改正入管法の施行により「ニュー・カマー」が大幅に増え、さらに、さまざまな

国や地域から移り住んでいる外国人の子どもたちの中には、日本で生まれ育ち、日本の小中学校に通学

する子どもが増えていることは、明らかに日本の国家社会の形成者と言える。確かに義務教育は日本国

民を対象としており、日本国民でなければ義務は課されないが、国内の外国人の子どもたちが増える現

状をみると、義務教育の精神に則るべき課題となっていると言ってもよいのではないだろうか。

§２．国連人権規約からの解釈
　しかし、国連人権規約（1966年12月16日国連総会採択）は①「経済的、社会的及び文化的権利に

関する国際規約（Ａ規約）」と②「市民的及び政治的権利に関する国際規約（Ｂ規約）」、そして、③「市

民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書」の３種類の文書から成立しており、日本は①と②

に批准し加盟している。
　①のＡ規約13条は「教育についてすべての者の権利を認める」ことを規定した上で、初等教育（義

務制・無償制）、中等及び高等教育（無償教育の漸進的導入）、奨学制度の整備等の具体的目標を明示し、
その実現を締約国に課している（21）。
　ところが、日本政府は外国人学校の設置認可に関し、戦後一貫して否定的な態度をとり続けている。
いずれの場合も正規の学校（いわゆる学校教育法による「一条校」）としては認めない立場をとっている。
実際には学校教育法第83条の各種学校として運営されているケースがかなりあるが、それは監督官庁

としての都道府県が認可しているの（22）。
　外国人学校についての考察は別の機会に譲るが、確かに公立小中学校の「虹の架け橋教室」などにつ

いても、実質的には地方自治体が運営しているものの、実際は文科省などの国家予算を組んで行われて

いることから、政府も外国人の子どもに対する教育の義務や権利について全く関知していないとは言い

切れない。むしろ、公教育の役割として、昨今認識されるようになってきているといえるのではないだ

ろうか。仮に日本の「一条校」として認めると、外国人学校のように母国のカリキュラムで行うことは
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難しくなるので、政府が否定的なのはむしろ外国人学校の自主性を重視するための配慮とも考えられ

る。一方では、2017年２月、教育機会確保法が施行されたが、その中には現在、外国人の子ども達が

多く通学している夜間中学に関する記述が存在するとともに、公教育としての夜間中学における多文化

共生の実践が裏づけされているといえる。現在の夜間中学はどのような状況なのであろうか。

４．夜間中学の外国人受け入れが法的裏づけ

§１．教育機会確保法の成立により状況が変化
　2016年12月に「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保に関する法律（以

下、「教育機会確保法」と表記）」が成立し、その14条と15条に夜間中学に関する記述がなされ、とく

に不登校経験者に加え、外国籍の子どもに対する教育の機会を夜間中学で担うことが期待されている。
　法律によると、同法14条では、第四章の「夜間その他特別な時間において授業を行う学校における

就学の機会の提供等」との標題に基づき、「地方公共団体は、学齢期を経過した者（中略）であって、
学校における就学の機会が提供されなかったもののうちにその機会の提供を希望する者が多く存在する

ことを踏まえ、夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供その他の必要

な措置を講ずるものとする」としている。そして15条において「都道府県及び当該都道府県の区域内

の市町村は、前条に規定する就学の機会の提供その他の必要な措置に係る事務についての当該都道府県

及び当該市町村の役割分担に関する事項の協議並びに当該事務の実施に係る連絡調整を行うための協議

会（中略）を組織することができる（後略）」としている（23）。
　これら２つの条文をもとに、以下、文部科学省が2017年４月に出した「夜間中学の設置・充実に向

けて【手引】（改訂版）」をもとに論を展開したい。
　そもそも夜間中学（正式には中学校夜間学級）は戦後の混乱期で生活困窮などの理由から昼間に就労

などを余儀なくされた学齢期の生徒が多くいたことから、義務教育の機会を提供する目的で1945年以

降中学校に付設された。2016年度現在、全国の８都府県25市区で31校が設置されており、日本国籍

を有していない生徒が増加し、夜間中学全体の８割を占めている。
　一方、文科省は2015年７月に不登校など様々な事情があり、実質的に十分な教育を受けられないま

ま学校の配慮などにより卒業した者で、中学校で学び直すことを希望する者について、夜間中学での受

け入れを可能とし、また、2016年９月には不登校の学齢期の生徒（文科省資料の原文では「学齢生徒」
と表記）の夜間中学での受入れが可能となった。
　そうした背景の中で、2016年12月、教育機会確保法が成立し、学齢期を経過した者で、小中学校等

における就学の機会が提供されなかったもののうちに、就学機会の提供を希望する者が多く存在するこ

とを踏まえ、全ての地方自治体に、夜間中学における就学機会の提供等の措置を講ずることが義務付け

られた。そこで現在は、夜間中学に対し、義務教育を修了しないまま学齢期を経過した者、不登校など

で十分な教育が受けられないまま中学校を卒業した者に加え、外国籍の者などの義務教育を受ける機会

を実質的に保障するための様々な役割が期待されている。文科省は全ての都道府県に少なくとも一つは

夜間中学を設置することを目指す方針を掲げている。
　また、財源の面では2017年３月に義務教育費国庫負担法が改正され、都道府県が夜間中学を設置す

る場合、教職員給与等に要する経費の３分の１を国庫負担の対象とすることが書き加えられるようにな

った。それでは実際、全国の夜間中学の現状はどのようなものなのであろうか。
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§２．全国の夜間中学の現状
　前掲した「夜間中学の設置・充実に向けて【手引】（改訂版）」によると、夜間中学は2016年度現在、
全国８都道府県25市区に31校あり、日本人と外国人を合わせて1849人の生徒が在籍している。この

うち、年齢別在校生徒数は、「60歳以上」が全体の28.5％を占め最多であるが、「15～19歳」、「20～
29歳」、「30～39歳」、「40～49歳」、「50～59歳」の各世代が約13％から15％とほぼ同じ割合で在籍

している。学齢者（学齢期の生徒）は０％である。
　国籍別には①中国（799人）、②韓国・朝鮮（284人）、③ベトナム（101人）、④ネパール（97人）、
⑤フィリピン（69人）、⑥タイ（29人）、⑥台湾（29人）、⑧ペルー（21人）、⑨ブラジル（18人）、
⑩インド（13人）の順となっている。
　夜間中学への入学理由は、日本国籍の生徒が①「中学校の学力を身につけたい」が31％で最多で、
次いで②「中学校教育を修了しておきたいため」と「読み書きができるようになるため」が同数の22

％である。これに対し外国籍の生徒は①「日本語が話せるようになるため」が31％と最多で、次いで

②「読み書きができるようになるため」が28％、③「中学校教育を修了しておきたいため」が17％と

日本国籍の生徒に比べて少なくなっている。日本国籍の生徒が最多だった「中学校の学力を身につけた

いため」はさらに低く10％だった。
　一方、夜間中学全体でみる卒業者については、2013年度末の状況として、①「高等学校進学」が40

％と最多で、次いで②「就職」が35％、③「不明」が25％の順となっている。
　次に全国の夜間中学の教育課程や指導上の工夫についてみると、31校のうち27校が何らかの工夫を

行っていることがわかる。複数回答で①「学年の枠を超えた習熟度別学級編制」（23校）、②「習熟度

別学級編制」（15校）、③「日本語指導が必要な生徒に対する特別の教育課程の編成・実施」（13校）、
④「基礎的な識字教育に重点を置いた学級の設置」（11校）、⑤「外国籍の生徒を対象とした学級の設置」
（７校）の順となっている。また、経済的支援については、８割に相当する学校が就学援助に類する経

済的支援を実施しているが、給食については55％にあたる17校で実施しているものの、１食あたり

310円から320円程度の給食費について、「実費を徴収」が４校、「自治体からの補助により負担を軽減」
が６校、「無償」が７校とばらつきがあることがわかった。
　「手引き」の中では基本的に夜間中学のニーズが高まっていることを強調している。まずは不登校の

児童生徒の多様な教育機会を確保する観点から、夜間中学での受入れも可能であるとしている。それに

加えて「外国籍の者についても、国際人権規約等を踏まえ、日本国籍の者と同様に夜間中学に受け入れ、
教育機会を確保することが求められています」としている。法律施行までは、あいまいな学習環境や立

場に置かれていた外国籍の者への教育を、法律施行により「公教育」の一部として定義したものとみな

すことができよう。

５．夜間学級における「外国にルーツをもつ子ども」の現状

§１．都内の夜間中学の実情
　国内には31校の夜間中学（実際は「夜間学級」）があるが、そのうち８校が東京都内にある。2016

年６月現在、424人の生徒が在籍している（24）。そのうち在日外国人生徒は375人で生徒全体の約88

％を占める。国別の外国人生徒の比率としては、ネパールが130人（34.7％）で最多のほか、中国（引

揚者以外）が119人（31.7％）、フィリピンが54人（14.4％）の順となっている。
　そのうち東京都葛飾区は都心と千葉県内を結ぶ私鉄・京成電鉄の沿線に立地する。同区立Ｆ中学は
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1947年の学制改革に伴い、葛飾区立中学として発足。1953年４月に夜間学級が開設された。そのう

ち日本語学級は1998年に開設された（25）。同中学の夜間学級には2017年７月現在、「通常学級」に30

人、「日本語学級」に22人の計52人が在籍している（26）。国籍別ではネパールが19人で最多であり、
次いで日本が10人、中国が12人、フィリピンが５人、韓国とタイが各２人、そしてインドとエチオピ

アが各１人の内訳である。平均年齢は「通常学級」が25.8歳であるのに対し「日本語学級」は19.9歳。
計52人中27人が何らかの仕事に従事している。居住地は地元葛飾区が29人と最多で、次いで北区、
荒川区、江戸川区、豊島区、足立区、杉並区、千葉県松戸市など、おおよそ葛飾区周辺地域が多い。
2017年３月に卒業した18人の進路状況は、都立全日制高校への進学者が１人、都立定時制高校への進

学者が７人のほかは就職（継続）している者が10人である。
　「日本語学級コース」は習熟度別に４クラス（Ｅ・Ｆ・Ｇ・Ｈコース）を設置しているほか、日本語

学習が全く初めての生徒がいる場合には別コースにより学習に慣れるまでの対応を行っている。４クラ

スはそれぞれ日本語の習熟度にあわせ、Ｅコースが入門期（基礎的な内容でゆとりをもたせる）、Ｆコ

ースが初級（基本的な言葉が中心）、Ｇコースが中級（ほぼ日本語のみの授業）、Ｈコースが上級（高校

進学希望にも配慮）の日本語学習の授業を実施している。同校の現状から①多種多様な国籍、幅広い年

齢、②日本語習得能力、学力の違いなど個に応じた教育活動の展開、②外国籍生徒の日本語以外の各教

科に対する学習意欲の向上、③学校生活と仕事及び家庭生活の両立に向けての支援、④全日制高校等進

学希望に対する進路指導の充実、などが課題とされている。

§２．通学する外国籍の生徒へのインタビュー調査結果
　筆者は2017年８月、東京都葛飾区立Ｆ中学夜間学級に通う生徒２人に、聞き取り調査を実施した。
調査時点では夏休みだったが、数学の補習のため登校しており、学校側には「日本語学習の一環」とい

う位置づけで生徒のインタビューに協力してもらった。
　　事 例 ①  

Ｋさん、女子生徒。フィリピン国籍、調査時18歳、葛飾区内在住。フィリピンで中学３年まで在

学し、その後来日し、2016年秋に入学。父親は日本人で母親がフィリピン人、いずれも年齢不詳。
６歳年下の弟が地元公立小学校に通学している。

　 

　Ｋさんは父親が日本人のため苗字は日本名である。夜間学級卒業後は日本国内の高校に進学後、医師

を目指して大学進学を視野に入れている。現在、昼間は区内の工場で金属部品の箱詰め作業をしている。
アルバイトの身分で、１か月の収入は約９万円。職場では日本人従業員と日本語で会話をしているとい

う。土曜、日曜は仕事と学校は休みのため、母親と買い物など遊びに外出することが多い。母親とはタ

ガログ語、父親とは日本語、父親と弟は日本語で会話するとのことである。
　本人は「英語の授業はフィリピンより簡単だが、日本語の学習で、特に漢字が難しい」と話している。
　　事 例 ②  

Ｒ君、男子生徒。中国国籍、調査時16歳。葛飾区内在住。中国の中学３年を修了している。両親

とも中国人で母親がもともと看護師として来日しており、父親は日本語会話を学習中である。父親

は2016年１月に来日、その後、数か月遅れて本人も来日した。１つ年上の姉が高校に通っている。
　 

　Ｒ君は父親と共に同校に通学している。本人は、昼間は週４日、中華料理店で皿洗いのアルバイトを

しており学費に充てている。父親は昼間、かばん製作会社に勤務しながら同校の日本語学級に通学して

― 117 ―



研 究 論 集 第 3 号（2018. 3）

10

いる。家族での会話はすべて中国語で、家族全員、日本で生活する上で、日本語会話に苦労していると

いう。近隣の外国籍生徒のための入試枠がある都立高校への進学を希望している。
　本人は「中国はPM2.5など大気汚染が進んでおり、日本には小さい頃からあこがれていた。日本は

高齢化が進んでいるので、将来は国立大学の医学部に進み、外科医を目ざしたい」と希望を語っている。
　夜間学級担当の教諭によると、Ｆ中学校夜間学級には４月と９月の２回、入学の機会があり、２学期

になると日本語学級を目指して入学者が増える傾向にあるという。年配者になるほど日本語に苦労する

傾向にあり、また、ほぼ中学世代に近い若い生徒ほど、高校への進学や将来の目標があるという。しか

し、高校へは７割程度が進学するが、その大半が都立の定時制高校への進学者であるという。
　職場での日本語会話を上達させたいという希望で入学してくる生徒も少なくなく、昼間の仕事時間の

関係で遅刻する生徒もいるという。しかし、同校ではあくまでも「学校」であり、学習以外の文化祭や

修学旅行など学校行事への参加も義務付けており、入学者には「日本語の語学専門学校とは違う」とい

う立場を理解してもらっているとのことである。

６．今後の課題と展望

　日本国内では2020年の東京五輪を前に、訪日客を年間4000万人にする目標を立て、ここ数年、外

国人観光客数が右肩上がりで伸びている。2016年は2403万9700人と初めて2000万人を超え、前年

比21.8％の伸び率だった（27）。
　さらに在留外国人も２．で考察したように2016年12月現在で、238万2822人と年々増えている。
かつて「オールド・カマー」として中国や韓国などから来日した人々に加え、1990年代以降、製造業を

中心とする地域で急速に増えた「ニュー・カマー」と呼ばれる南米系日系人に加え、昨今ではネパール

やフィリピンなど東南アジアからの来日者も年々増え、「オールド」とか「ニュー」と二分するだけでは

足りず、さまざまな国や地域から日本に移り住んでいる。時代が進むにつれてそうした人々のカップル

の中から子どもが生まれ、日本の公立小中学校から高校、大学への進学や就職を考える世代が加わる形

で、外国人家庭の家族構成や形態、性質も多様化しているのが現状である。そこで、「在留外国人」と

いう政府や自治体が文書等で使用する公的な表記は実態とはかけ離れており、外国人住民とか外国人労

働者と呼ぶよりも、現状では、「外国にルーツをもつ」人々と呼ぶに相応しい現実になっているのである。
　そうした現代社会において、これまでなら単にお互いの文化を尊重し、例えば学校の文化祭や地域の

祭りなどで自国の料理を振舞い、住民同士が交流する国際文化交流が盛んになされていた。もちろん、
こうした交流行事そのものを否定する訳ではないが、それ以上の多文化共生策が、政府や各自治体にも

必要となっている。
　例えばユネスコの報告書は、「生涯を通じた学習とは『知ることを学ぶ』、『為すことを学ぶ』、『共に

生きることを学ぶ』、『人間として生きることを学ぶ』という４本柱を基とする」とする指針と勧告を示

している（28）。
　特に３つ目の「共に生きることを学ぶ」ことは、「一つの目的のために共に働き、人間関係の反目を

いかに解決するかを学びながら、多様性の価値と相互理解の平和の精神に基づいて、他者を理解し、相

互依存を評価することである」と定義づけている。これは「多文化共生」という場合の「共生」の意味

について、教育分野からの定義づけにも相当すると考えられる。
　さらに、１．で紹介した浜松市の事例や２．の外国人集住都市における「虹の架け橋教室」の先行事

例などは、公教育が多文化共生社会実現に向けて一翼を担うきっかけを作ったといえる。さらに2017
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年に教育機会確保法が施行され、多文化共生社会実現に向けて教育行政における法的根拠が作られたと

もいえよう。
　そもそも教育行政は、幅広い教育の領域の諸活動について、それが望ましい状態にあるという政策目

的をもって、公共の見地から必要とされる政策課題を具体化するための作用であるとされている（29）。
　教育行政はその時代の要請に応じて、制度や法律といった形で具現化されるものであるといえる。そ

うした点において、2000年代以降、外国人学校の学校法人化を認可した地方自治体の動きや2017年

の教育機会確保法施行は、「外国にルーツをもつ」子どもたちに教育の機会を与えてきた。これは、す

べての国民に対し、教育を受ける権利を保障した日本国憲法第26条の意義に沿ったものであるとも解

釈できる。
　そもそも「学校」とは、校長、教員等の人的要素と校舎、校具等との物的要素の統一体で、一定の場

所において、一定期間、一定の課程により、継続的に特定多数の児童、生徒に対し教育を行う公設又は

公認の機関であり、不特定者の利用に供する公民館や図書館、博物館等の社会教育機関とは異なるとさ

れている（30）。
　５．において、東京都内の公立中学における夜間学級で外国にルーツをもつ子どもたちが教育を受け

ていることは、まさに継続的に特定多数の児童や生徒に対し、公設又は公認の機関における活動であり、
教育における多文化共生施策が公教育の場において推進されている実態が証明されていることになる。
　確かに日本国内においては、「移民受け入れ」となると賛否両論があり、政策としての具現化にはま

だ険しい道のりがあると思われる。しかし、約238万人もの在留外国人が日本に長期滞在している現

状は見逃せない現実である。しかも彼らは年々増えている観光客としてではなく、企業における労働者、
また、その家族であり、「生活者」なのである。
　教育機会確保法の施行は1990年代以降、南米系日系外国人の子ども達に対して、地方自治体レベル

で各種学校または準学校法人として認可するか否かを議論していた時代から比べれば、外国にルーツを

もつ子ども達が学ぶ「場」が市民権を得たとも言える。しかし、まだ、夜間中学などを中心とする教育

現場は注目され始めたばかりである。在留外国人を多く抱える日本のあるべき姿として、その一側面で

ある教育現場から多文化共生社会構築の意義について、考察を続けていきたい。
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